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○高森町河川清掃補助金交付要綱 

令和８年３月31日要綱第25号 

（目的） 

第１条 この要綱は、高森町河川清掃報奨金交付要綱（令和８年高森町要綱第24号）に基

づき実施される河川清掃において、区が参加者に対し機械使用料を支出した場合に、その

経費の一部を補助することにより、河川清掃の促進及び区の負担軽減を図ることを目的と

して、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとす

る。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、町内７区とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費は、河川清掃において使用した次に掲げる機械等の使用

料とする。 

（１）軽トラック等 

（２）刈払機（ビーバー） 

（３）チェーンソー 

（４）その他町長が必要と認める機械 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、前条に規定する機械１台につき500円を上限とし、区が参加者に支

払った機械使用料の額を限度とする。 

２ 補助金の対象となる機械は、河川清掃１回の実施につき、同一の機械１台当たり１回

限りとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする区は、次に掲げる書類を町長に提出するものとす

る。 

（１）河川清掃補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

（２）機械使用実績報告書（様式第２号） 

（３）河川清掃補助金請求書（様式第３号） 

（４）その他町長が必要と認める書類 

 （交付決定） 
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第６条 町長は、前条の申請を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、区に対

し補助金を交付するものとする。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号 

 

河川清掃補助金交付申請書兼実績報告書 

 

令和 年 月 日 

 

高森町長 様 

 

申請者 区 名                  

                                         区長名                               

                                         

 

 

高森町河川清掃補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり       月分の

補助金を申請します。 

 

 

１．補助金額              円（内訳は様式第２号のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

・機械使用実績報告書（様式第２号） 

・河川清掃補助金請求書（様式第３号） 
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様式第２号 

機械使用実績報告書 

区名             

河川清掃実施団体に対し機械使用料として支出した内訳（     月分）は、次のと

おりです。 

【記載要領】 

・団体名及び実施日は、河川清掃を実施した団体名を記載してください。 

・機械の種類の空欄には、その他の機械を使用した場合に記載してください。 

・備考欄には、500円/台未満の使用料がある場合に単価等を記載してください。 

 

番号 団体名 実施日 機械の種類 台数 
区が支払った 

使用料 
備考 

1   軽トラック等    

刈払機    

チェーンソー    

    

計    

２   軽トラック等    

刈払機    

チェーンソー    

    

計    

３   軽トラック等    

刈払機    

チェーンソー    

    

計    



5/5  

様式第３号 

 

河川清掃補助金請求書 

令和 年 月 日 

高森町長 様 

 

申請者 区  名                  

                                         区長名                         ㊞    

                                        

河川清掃補助金として、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

請求金額                  円 

 

 

 

【振込先】 

金融機関 支所・支所名 

  

口座種別 口座番号 口座名義人 

   

 


